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児重の権利に関する条約
子 どもが幸せで健やかに成長できる社会の実現をめざ して

子どもは一個の人格を持つた人間として尊重され

子どもとおとなが共に生き、

共に育つていく

という関係を築いていきましょう。

沖縄 県教育委 員会
平成1 0年 2月

目項 内  容   例

1 .あ らゆる場を通 じた人権教育の推進

(1)学校教育における人権教育の推進

(2)社会教育における人権教育の推進

(3)企業その他一般社会における人権

教育等の推進

・ 幼 児児童生徒の人権尊重の意識を高める教育の
推進、人権教育に関する指導内容 ・方法の充実、
数員研修や情報提供による人権教育の支援等

・ 社 会教育施設等における人権に関する学習機会
の充実、識字教育や障害者等の学習機会の充実、
指導者養成等

。 人 権侵害の被害者救済に関する施策の調査研究
人権教育の手法の調査研究、プログラムの開発等

2.重 要課題への対応

(1)女 性

(2)子 ども

(3)高 齢者

( 4 )障害者

( 5 )外国人

( 6 ) H I V感 染者等

( 7 )刑を終えて出所 した人

「男女共同参画2000年 プラン」を踏まえた取
組の推進

政策 ・方針決定過程への女性の参画拡大、男女
共同参画の視点に立つた社会制度 ・慣行の見直し
と意識の改革、女性の人権についての教育 ・研修
啓発活動の推進

子どもの人権についての教育 ・研修 ・啓発活動
の推進、児童の権利に関す否条約の趣旨 ・内容の

周知、いじめ問題等についての総合的な取組の推
進、児童の商業的‖生的搾取の防止、子どもの人権
専門委員制度の充実 ・強化

高齢者の人権についての教育 。研修 ・啓発活動
の推進、相談体制の整備、高齢者の社会参加の促
進、雇用 ・就業機会の確保

障害者の人権についての啓発 ・広報活動や教育
の推進、障害者の社会参加と職業的自立の促進

人権相談体制の充実、差別意識解消のための啓
発活動の推進

HIV感 染者、ハンセン病への理解を深めるた

めの啓発活動の推進

偏見 ・差別を除去し、社会復帰に資するための

啓発活動を実施
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育児は母親だけの責任ではありません許
誠

子どもは生命に対する権利を持ち、

生きていくことと成長 ・発達が最大

限に保障されなければなりません。

【関連条項 :第6条】
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子むもにこつて

おとなが子どもに関するあらゆる

取 り組みを行うときには、子 どもに

とつて、一番いい方法を考えなけれ

ばなりません。

【関連条項 :第3条】

磯

子むも自身が

鮎  子 どもは考えた り、感じたことを自由に

表現する権利や、いろいろなことを択□つた

り伝えた りする権利があ ります。子どもだ

からという理由で、おとなから一
方的に押

さえつけられることがあつてはなりません。

【関連条項 :第13条】

子どもを育てるに当たつて、両親は共に

責任があります。その養育責任が果たせ

るよう□は適当な援助をしなければなり

ません。

【関連条項 :第18条】

全ての子どもは、教育を受ける

権利があります。また、学校の規

則は、子どもを人間として尊重 し

た上で、運用されなければな りま

せん。

【関連条項 :第28条】
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障害のある子どもは、その尊厳が保

たれ、自立と社会参加への支援を得て、

十分で相応な生活を送ることができな

ければなりません。

【関連条項 :第23条】

子むとを育てるの勝
科んなの責任て

番いい有法を
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障害のある子む七への

十分なる支援を

子むもが生きる

権利の保障を

子むとに家育を

道ぴや文1ヒをえ、感じあえるかうI

磯


